
 

特別休暇 ※本資料は規程からの抜粋を基に作成しているため、別表の番号が連番になっていませんのでご了承ください。 

１ 会計年度任用職員は、別表第４及び別表第５に定める特別休暇を受けることがで

きる。 

２ １日を単位とする特別休暇は、１回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務

しないときに使用するものとする。 

３ １時間を単位として与えた特別休暇を１日に換算する場合は、勤務日１日当たり

の勤務時間（その時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げ

た時間）をもって１日とする。 

４ 別表第４に定める休暇は有給の休暇とし、別表第５に定める休暇は無給の休暇と

する。 

 

別表第４ 

事由 期間 

１ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関

の事故等により出勤することが著しく困難であ

ると認められる場合 

その都度必要と認める期間 

２ 地震、水害、火災その他の災害時において、

会計年度任用職員が退勤途上における身体の危

険を回避するため勤務しないことがやむを得な

いと認められる場合 

その都度必要と認める期間 

３ 災害による会計年度任用職員の住居の滅失又

は破壊若しくは浸水 

１週間を超えない範囲内で必要と認める

期間 

４ 裁判員、職務に関する証人、鑑定人、参考人

等としての官公署への出頭 

その都度必要と認められる期間 

５ 選挙その他公民としての権利の行使及び義務

の履行 

その都度必要と認められる期間 

６ 結婚 ５日を超えない範囲内で必要と認めた期

間（週休日及び休日を除く。） 

７ 妊娠中の女子の会計年度任用職員の業務が母

体又は胎児の健康保持に影響がある場合 

適宜休息し、又は補食するために必要な

時間 

８ 忌引き 別表第７に定める期間内において必要と

認める期間 

９ 夏季休暇 ７月から９月までの間の年次有給休暇の

別表第１又は別表第２に定める１週間の

所定勤務日数が４日若しくは５日又は１

年間の所定勤務日数が169日以上の場合

は３日、１週間の所定勤務日数が２日若

しくは３日又は１年間の所定勤務日数が

121日以上169日未満の場合は２日、こ

れら以外の場合は１日 

 



 

別表第５ 

事由 期間 

１ 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹

細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望

者としてその登録を実施する者に対して登

録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及

び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄

若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹

細胞を提供する場合 

その都度必要と認める期間 

２ 妊娠中又は出産日後１年以内の女子の会

計年度任用職員が保健指導又は健康診査を

受ける場合 

次により必要と認める時間 

妊娠23週まで ４週間に１回 

妊娠24週から35週まで ２週間に１回 

妊娠36週から分娩まで １週間に１回 

出産日後１年まで その間に１回 

（医師等の特別な指示があった場合は、いず

れの期間についてもその指示された回数） 

３ 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤

に利用する交通機関の混雑の程度が、母子

の健康の保持に重大な支障を与える程度に

及ぶ場合 

１日を通じて１時間を超えない範囲内の時間 

４ 女子の会計年度任用職員が妊娠に起因す

る障害により勤務することが困難な場合 

必要と認められる期間 

５ 女子の会計年度任用職員の生理日 その都度３日を超えない範囲内で必要と認め

る期間 

６ 産前産後 出産前６週間（医師の特別な指示があった場

合は８週間、多胎妊娠の場合は14週間）以

内、出産後８週間以内 

７ 生後１年に達しない子を育てる会計年度

任用職員が、その子の保育のために必要と

認められる授乳等を行う場合 

１日２回それぞれ30分以内の時間（男子の会

計年度任用職員にあっては、その子の当該職

員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用

しようとする日におけるこの項の休暇（これ

に相当する休暇を含む。）を承認され、又は

労働基準法第67条の規定により同日における

育児時間を請求した場合は、１日２回それぞ

れ30分から当該承認又は請求に係る各回ごと

の時間を差し引いた時間を超えない時間） 

８ 中学校就学の始期に達するまでの子（配

偶者の子を含む。）を養育する会計年度任

用職員が、その子の看護（負傷し、又は疾

病にかかったその子の世話を行うことをい

う。）のため勤務しないことが相当である

と認められる場合 

１年に５日（養育する中学校就学の始期に達

するまでの子が２人以上の場合にあっては10

日）の範囲内の期間（休暇単位は１日又は１

時間） 

９ 日常生活を営むのに支障がある者又は任

命権者が認める者（以下この項において

「要介護者」という。）の介護等を行う会

計年度任用職員が、当該介護等を行うため

勤務しないことが相当であると認められる

場合 

１年に５日（要介護者が２人以上の場合にあ

っては10日）の範囲内の期間（休暇単位は１

日又は１時間） 



 

10 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤（地

方公務員災害補償法（昭和42年法律第121

号）第２条第２項及び第３項に規定する通

勤をいう。）による負傷若しくは疾病 

医師の証明に基づき必要と認める期間 

11 負傷又は疾病 10日を超えない範囲内で医師の証明に基づき

必要と認める期間 

12 要介護者を介護する会計年度任用職員

が、当該介護をするため勤務しないことが

相当であると認められる場合で、次のいず

れにも該当するとき。 

(1) 引き続き雇用された期間が１年以上で

ある場合 

(2) 介護休業開始予定日から起算して93日

を経過する日を超えて引き続き雇用され

ることが見込まれる場合（介護休業開始

予定日から６月を経過する日までの間に

任期が満了し、その任期が更新されない

ことが明らかである場合を除く。） 

(3) １週間の所定勤務日数が３日以上又は

１年間の所定勤務日数が121日以上であ

る場合 

要介護者の各々が介護を必要とする一の継続

する状態にある間において、３回を超えず、

かつ、通算して93日を超えない範囲内の期間 

13 要介護者を介護する会計年度任用職員

が、当該介護をするため連続する３年の期

間内において１日の勤務時間の一部につき

勤務しないことが相当であると認められる

場合で、次のいずれにも該当するとき。 

(1) 引き続き雇用された期間が１年以上で

ある場合 

(2) 介護休業開始予定日から起算して93日

を経過する日を超えて引き続き雇用され

ることが見込まれる場合（介護休業開始

予定日から６月を経過する日までの間に

任期が満了し、その任期が更新されない

ことが明らかである場合を除く。） 

(3) １週間の勤務日が３日以上とされてい

る場合又は１年間の勤務日が121日以上で

ある場合 

３年の期間内において１日につき２時間（当

該会計年度任用職員について１日につき定め

られた勤務時間から５時間45分を減じた時間

が２時間を下回る場合は当該減じた時間）を

超えない範囲内で必要と認められる期間 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第７ 

親族 日数 

配偶者 ７日 

父母 ７日 

子 ５日 

祖父母 
３日（会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、

祭具等の承継を受ける場合にあっては７日） 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば 
１日（会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、

祭具等の承継を受ける場合にあっては７日） 

父母の配偶者又は配偶者の父母 
３日（会計年度任用職員と生計を一にしていた

場合にあっては７日） 

子の配偶者又は配偶者の子 
１日（会計年度任用職員と生計を一にしていた

場合にあっては５日） 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 
１日（会計年度任用職員と生計を一にしていた

場合にあっては３日） 

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 
１日（会計年度任用職員と生計を一にしていた

場合にあっては３日） 

おじ又はおばの配偶者 １日 

注 葬儀のために遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算する  

ことができる。 

 


